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贈与等報告書
[bookmark: _Hlk219897604][bookmark: _Hlk219899874]（総括倫理管理員）　様
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以下の事項について、北見市職員倫理規則第10条の規定に基づき報告します。
	贈与等により利益を受け、又は報酬の支払を受けた年月日
	年　　　月　　　　日

	贈与等又は報酬の支払の基因となった事実
	

	贈与等の内容又は報酬の内容
	

	贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額
	円

	贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠
	

	供応接待を受けた場合の状況
	場所の名称及び住所：

居合わせた者の人数及び職業：
（多数の者が居合わせた立食パーティー等の場合にあっては、その概数）


	贈与等をした事業者等又は報酬を支払った事業者等の名称及び住所
	

	規則第2条第4項の規定の適用を受ける役員等が贈与等をした場合の事項
	当該役員等の役職又は地位及び氏名
（複数あるときは、その代表者）

	贈与等をし、又は報酬の支払をした事業者等と職員の職務との関係及び北見市との関係
	



注意事項
１　「贈与等又は報酬の支払の基因となった事実」欄には、職員が贈与等により利益の供与を受けた場合にあっては贈与、供応接待等の事実を、職員が報酬の支払を受けた場合にあっては、提供した人的役務の内容並びに当該人的役務を提供した年月日及び場所その他の当該報酬の支払を受ける基因となった事実に関する事項を記載すること。
２　「贈与等の内容又は報酬の内容」欄には、贈与等にあっては贈与等の内容（金銭、有価証券、物品、不動産、供応接待等）、報酬にあっては講演等の内容（講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演）と次のいずれに該当する報酬であるかを記載すること。
(1)　利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬
（第10条第1号）
(2)　利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬（第10条第2号）
３　「贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠」欄には、販売業者への照会結果、カタログ価格等、推計の根拠を具体的に記載すること。
４　贈与等又は報酬の支払１件につき１枚記入すること。
５　本報告書は、四半期ごとに、その翌四半期の初日から14日以内に提出すること。



